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〔提案理由〕 

 取手市職員の倫理に関する明確なルールを制定することにより、市民の信頼を確保するため。 

    

  



取手市職員倫理条例の制定を求める決議案 

 

  

平成３０年第４回取手市議会定例会において「平成２８年度決算、産業振興に要する経費、旅費、

普通旅費の中の予備費から充用した項目について」の一般質問の中で明らかになった市長と市職員

による「利害関係者」との会食は、市民に疑義を与える行動であり、大変遺憾である。 

公務員に求められる倫理観は、非常に高いものであり、強く反省を求めるとともに、二度とこの

ようなことが起きないよう、速やかに取手市職員倫理条例の制定を求める。 

 

 

以上、決議いたします。 
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